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（３） 第４期山口県がん対策推進計画（第８次保健医療計画） 

（１）計画の概要 

ア 法令上の位置づけ 

・がん対策基本法第12条に基づく都道府県計画（法定計画） 

※国の「がん対策基本計画」に沿って策定 

イ 保健医療計画との統合 

・国通知により「医療計画と政策的に関連が深く内容が重複する計画を一体的に策

定できること」が明確化 

・以上を踏まえ、県民にとっての分かりやすさの向上や合理化の観点から、「がん対

策推進計画」を含む４計画を医療計画（保健医療計画）に統合 

ウ 策定時期 

・令和６年３月策定 

エ 計画期間 

・６年間（Ｒ６年度～Ｒ11年度） 

オ 計画の基本的事項 

・「がんによる死亡を減らし、がんにかかっても安心して暮らせる地域社会の構築」

を目指すため、以下の３つの柱に沿って、県、市町、医療機関等が連携して、が

ん対策を総合的かつ計画的に推進 

①「がんの予防・早期発見を推進する体制の確保」 

②「質の高いがん医療提供体制の確保」 

③「がん患者及びその家族等の療養生活の質の向上を図る体制の確保」 

 

（２）計画で目指すべき方向（取組事項） 
 

① がんの予防・早期発見を推進する体制の確保 

・全ての県民に対する普及啓発・がん教育の推進 

・がん予防の推進 

・がん検診の受診促進強化及び精度管理の徹底 

・新興感染症の発生・まん延時における適切ながん検診の提供体制の構築 

② 質の高いがん医療提供体制の確保 

・がん拠点病院等の機能強化 

・手術治療、放射線治療、薬物療法等のがん治療体制の整備・充実 

・がんと診断された時からの緩和ケアの推進 

・がん登録の推進体制の充実 

③ がん患者及びその家族等の療養生活の質の向上を図る体制の確保 

・相談支援及び情報提供の充実・強化 

・がん患者等の社会的な問題への対策の推進 
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